
神
功
・
応
神
朝
の
実
年
代
に
つ
い
て

奥
　
田
　
　
　
尚

　
　
　
　
　
二
）

　
　
『
日
本
書
記
』
は
神
代
に
始
ま
り
、
初
代
神
武
天
皇
を
経
て
第

四
一
代
持
統
天
皇
に
い
た
る
時
代
を
扱
っ
た
歴
史
書
で
あ
る
。
各

天
皇
の
年
次
は
第
二
一
代
雄
略
天
皇
の
頃
（
四
五
七
年
即
位
一
四

七
九
年
死
去
）
以
降
は
だ
い
た
い
信
頼
で
き
、
そ
れ
以
前
は
遡
る

ほ
ど
引
き
伸
ば
し
て
古
い
年
次
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も

は
や
常
識
に
属
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す
で
に
江
戸

時
代
に
新
井
白
石
は
、
神
武
紀
元
が
古
い
時
代
に
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
書
簡
に
記
し
て
い
る
（
『
新
井
白
石
全
集
』
第
五

巻
）
が
、
上
記
の
常
識
が
形
成
さ
れ
た
の
は
明
治
時
代
で
あ
る
。

　
明
治
一
一
年
二
八
七
八
）
に
那
珂
通
世
氏
は
「
上
古
年
代
考
」

　
（
洋
々
社
談
三
八
号
）
を
発
表
し
、
神
功
皇
后
以
降
は
実
年
代
を

推
定
で
き
る
と
し
た
。
那
珂
氏
の
説
は
明
治
三
〇
年
二
八
九
七
）

に
「
上
世
年
紀
考
」
　
（
史
学
雑
誌
八
１
八
・
九
・
こ
Ｉ
）
と
し
て

大
成
さ
れ
た
が
、
骨
子
は
前
者
に
お
い
て
完
成
し
て
い
た
。
那
珂

氏
の
業
績
を
中
心
に
お
き
、
諸
氏
の
紀
年
論
を
対
比
さ
せ
て
論
じ

た
も
の
に
、
那
珂
通
世
著
こ
二
品
彰
英
増
補
『
増
補
上
世
年
紀
考
』

　
二
九
四
八
年
・
養
徳
社
）
が
あ
る
。
戦
後
間
も
な
く
の
出
版
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
三
品
氏
が
戦
後
の
歴
史
学
の
出
発
に

さ
い
し
て
合
理
的
な
紀
年
論
を
根
底
に
据
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　
三
品
氏
の
意
図
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
か
、
つ
ま
り
『
増
補

上
世
年
紀
考
』
が
当
時
ど
の
よ
う
な
反
響
を
呼
ん
だ
か
は
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
明
治
の
初
め
と
戦
後
す
ぐ
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
時

代
の
大
変
革
期
に
那
珂
氏
の
説
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て

偶
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
那
珂
説
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
我
々
が
応
神
天
皇
と
い
え
ば
、

あ
の
巨
大
な
古
墳
を
想
起
し
、
五
世
紀
初
頭
と
い
う
実
年
代
を
想

定
す
る
の
は
、
主
と
し
て
那
珂
説
の
成
果
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
那
珂
氏
の
説
は
常
識
に
ま
で
転
化
し
て
お
り
、
こ

れ
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
不
必
要
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し

常
識
な
ら
ば
検
討
に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
常

識
の
ゆ
え
に
徹
底
的
な
再
検
討
が
必
要
だ
と
も
い
え
よ
う
。
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（
二
）

　
那
珂
氏
は
『
日
本
書
紀
』
の
神
功
皇
后
代
（
以
下
、
神
功
紀
と

い
う
よ
う
に
記
す
）
　
・
応
神
天
皇
代
に
記
さ
れ
た
百
済
王
の
死
去

年
を
、
『
東
国
通
鑑
』
　
二
四
八
五
年
完
成
の
朝
鮮
史
料
）
の
百

済
王
死
去
年
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の

実
年
代
を
知
り
う
る
と
し
た
。
こ
の
対
応
関
係
は
次
表
の
よ
う
に

な
る
。

　
　
神
功
紀
五
五
年
（
乙
亥
・
二
五
五
年
）
肖
古
王
没

　
　
Ｈ
乙
亥
年
（
三
七
五
年
）
近
肖
古
王
没
（
『
東
国
通
鑑
』
）

　
　
神
功
紀
六
四
年
（
甲
申
・
二
六
四
年
）
貴
須
王
没

　
　
‐
甲
中
年
（
三
八
四
年
）
近
仇
首
王
没
（
『
同
』
）

　
　
神
功
紀
六
五
年
（
乙
酉
・
二
六
五
年
）
枕
流
王
没

　
　
Ｈ
乙
酉
年
（
三
八
五
年
）
枕
流
王
没
（
『
同
』
）

　
　
応
神
紀
　
三
年
（
壬
辰
・
二
七
二
年
）
辰
斯
王
没

　
　
Ｈ
壬
辰
年
（
三
九
二
年
）
辰
斯
王
没
（
『
同
』
）

　
　
応
神
紀
一
六
年
（
乙
巳
・
二
八
五
年
）
阿
花
王
没

　
　
Ｈ
乙
巳
年
（
四
〇
五
年
）
阿
華
王
没
（
『
同
』
）

　
　
応
神
紀
二
五
年
（
甲
寅
・
二
九
四
年
）
直
支
王
没

　
　
＊
庚
中
年
（
四
二
〇
年
）
映
支
王
没
（
『
同
』
）

最
後
の
応
神
紀
二
五
年
条
を
除
け
ば
、
す
べ
て
『
紀
』
と
『
東
国

通
鑑
』
は
こ
Ｉ
〇
年
Ｈ
干
支
二
巡
の
差
で
あ
る
。
那
珂
氏
は
『
紀
』

の
編
者
が
、
日
本
の
紀
年
を
よ
り
古
く
み
せ
、
各
天
皇
の
寿
命
を

よ
り
長
く
み
せ
る
た
め
に
、
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の
年
次
を
実

際
よ
り
も
こ
Ｉ
〇
年
引
き
上
げ
た
、
と
推
定
し
た
。
し
た
が
っ
て

神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の
実
年
代
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
那
珂
氏
は
百
済
王
の
没
年
次
は
、

雄
略
以
降
は
『
紀
』
と
『
東
国
通
鑑
』
は
一
致
す
る
の
で
、
雄
略

以
降
の
年
次
は
信
頼
で
き
る
と
し
た
。

　
以
上
の
那
珂
説
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
か
に
み
え
る
。
し
か
し

冷
静
に
那
珂
説
の
論
理
を
考
え
て
み
る
と
、
意
外
に
脆
弱
な
前
提

に
立
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
那
珂
説
の
前
提
と
は
。

　
『
紀
』
の
編
者
が
、
正
し
い
年
次
を
記
し
て
い
た
原
資
料
を
、
干
支

に
巡
繰
上
げ
て
こ
Ｉ
〇
年
古
い
年
次
を
与
え
た
、
と
い
う
点
に
あ

兪
。
こ
の
前
提
自
体
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
。

那
珂
説
は
成
立
し
な
い
。
那
珂
説
の
前
提
は
は
た
し
て
正
し
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
再
検
討
が
那
珂
説
の
再
検
討
の
主
眼
で

あ
り
、
ひ
い
て
は
神
功
・
応
神
の
実
年
代
の
検
討
に
も
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
三
）

　
那
珂
説
の
前
提
す
な
わ
ち
「
紀
」
の
編
者
の
こ
Ｉ
〇
年
繰
上
げ

操
作
説
に
対
置
し
う
る
論
理
と
し
て
は
、
『
紀
』
の
依
拠
し
た
原

資
料
の
段
階
で
す
で
に
年
次
が
ご
Ｉ
〇
年
繰
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
紀
」
の
編
者
が
年
次
を
操
作
し
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た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
原
資
料
の
段
階
で
年
次
が
操
作
さ
れ
て

お
り
、
「
紀
」
の
編
者
は
た
だ
単
化
原
資
料
を
そ
の
ま
ま
信
用
し

た
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
の
で
あ
扁
。
こ
の
説
を
私
案
と
呼
ん
で
お

き
た
い
。

　
那
珂
説
と
私
案
は
さ
は
ど
の
差
異
が
な
い
か
に
み
え
る
が
、
そ

う
で
は
な
い
。
那
珂
説
で
は
『
紀
』
の
編
者
は
こ
Ｉ
〇
年
後
の
事

だ
と
知
り
な
が
ら
、
年
次
を
繰
上
げ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

　
『
紀
』
の
編
纂
時
点
で
は
神
功
・
応
神
は
三
七
五
年
か
ら
四
〇
五

年
頃
の
人
物
だ
と
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
私
案
が
正
し

い
こ
と
に
な
れ
ば
、
　
１
紀
』
の
編
者
は
原
資
料
の
段
階
で
こ
Ｉ
〇

年
繰
上
げ
ら
れ
て
い
た
年
次
、
す
な
わ
ち
二
五
五
年
か
ら
二
八
五

年
頃
の
人
物
と
し
て
神
功
・
応
神
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
私
案
が
成
立
す
れ
ば
、
応
神
は
三
世
紀
末
頃
の
人
物

で
あ
り
、
た
と
え
古
墳
と
結
び
付
け
る
と
し
て
も
、
と
う
て
い
中

期
の
巨
大
古
墳
で
は
な
く
、
発
生
期
の
古
墳
を
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
那
珂
説
と
私
案
の
差
異
は
甚
だ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

　
那
珂
説
の
前
提
が
必
ず
し
も
万
全
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
は
、
神
功
紀
の
分
註
に
求
め
ら
れ
る
。
神
功
紀
の
三
九
年
・

四
〇
年
・
四
三
年
・
六
六
年
条
は
中
国
史
料
を
引
用
し
て
、
中
国

の
年
次
を
次
の
よ
う
に
明
示
し
て
い
る
。

　
　
神
功
紀
三
九
年
（
己
未
・
二
三
九
年
）

　
　
Ｈ
「
魏
志
」
景
初
三
年
（
二
三
九
年
・
己
未
）

　
　
神
功
紀
四
○
年
（
庚
申
・
二
四
〇
年
）

　
　
Ｈ
『
同
』
元
始
元
年
（
二
四
〇
年
・
庚
申
）

　
　
神
功
紀
四
三
年
（
契
亥
・
二
四
三
年
）

　
　
Ｈ
「
同
」
正
始
四
年
（
二
四
三
年
・
突
亥
）

　
　
神
功
紀
六
六
年
（
丙
戌
・
二
六
六
年
）

　
　
‐
「
晋
起
居
注
」
泰
初
（
始
）
二
年
（
二
六
六
年
・
丙
戌
）

す
で
に
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
の
補
注
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
『
釈
日
本
紀
』
　
（
こ
一
七
四
年
か
翌
年
の
卜
部
兼

文
の
講
義
録
）
の
「
秘
訓
」
に
「
先
師
曰
く
、
魏
志
の
文
は
惣
て

読
む
可
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
河
村
秀
根
・
益
根
『
書
紀
集
解
』
二

七
八
五
年
刊
）
は
す
べ
て
を
後
人
の
加
筆
と
み
て
削
除
を
主
張
す

る
。
補
注
は
上
の
四
条
を
す
べ
て
「
紀
」
の
編
者
の
手
に
よ
る
注

と
み
て
、
神
武
紀
元
に
も
匹
敵
す
る
重
要
性
を
認
め
て
い
る
（
上

巻
こ
ハ
ー
八
頁
）
。

　
補
注
の
い
う
よ
う
に
神
武
紀
元
と
同
価
値
か
ど
う
か
は
判
断
で

き
な
い
が
、
神
功
紀
三
九
年
条
の
本
文
は
「
是
年
也
、
太
歳
己
未
」

　
（
髪

は
元
年
で
あ
る
の
に
異
例
の
表
記
で
あ
る
。
対
応
す
る
分
註
の
記

事
が
な
け
れ
ば
「
太
歳
」
の
表
示
は
意
味
を
な
さ
ず
、
こ
の
条
の

分
註
だ
け
は
『
紀
』
の
編
者
が
付
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
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た
と
え
一
条
だ
け
で
あ
る
う
と
、
神
功
三
九
年
が
魏
の
景
初
三

年
（
二
三
九
年
）
に
相
当
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
大
な
意
味

を
持
つ
。
『
紀
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
神
功
は
あ
く
ま
で
二
三
九

年
当
時
の
人
物
で
あ
り
、
決
し
て
三
七
五
年
か
ら
三
八
五
年
頃
の

人
物
を
ご
Ｉ
〇
年
遡
ら
せ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
既
引
の
補
注
が
、
『
紀
』
は
卑
弥
呼
に
伝
説
上
の

神
功
皇
后
を
擬
し
た
と
強
調
し
て
い
る
の
と
、
同
じ
線
上
に
あ
る
。

補
注
の
説
は
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
私
案
と
同
様

に
那
珂
説
へ
の
批
判
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
補
注
は
、
い
わ
ゆ
る
「
百
済
三
書
」
が
『
紀
』
の
編
年
の

基
礎
に
な
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
「
神
功
・
応
神
両
朝
の
年
代
の

こ
と
は
し
ば
ら
く
お
く
と
す
る
も
」
と
、
こ
の
問
題
へ
の
言
及
を

避
け
て
い
る
（
上
巻
・
六
一
九
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
『
紀
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
神
功

は
二
三
九
年
頃
の
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
那
珂
氏
の
主

張
す
る
よ
う
に
三
七
五
年
頃
の
人
物
が
こ
Ｉ
〇
年
繰
上
げ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
神
功
が
二
三
九
年
頃
の
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
『
紀
』

の
没
年
は
二
六
九
年
で
、
翌
二
七
〇
年
が
応
神
の
即
位
年
と
な
り
、

没
年
は
三
一
〇
年
と
な
る
。
ち
な
み
に
仁
徳
は
三
一
三
年
の
即
位
、

三
九
九
年
の
没
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
も
、
ま
だ
那
珂
説
は
完
全
に
反
駁
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
百
済
史
料
と
対
応
関
係
を
持
つ
三
七
五
年
頃
の

神
功
伝
承
が
あ
り
、
た
ま
た
ま
こ
Ｉ
〇
年
遡
ら
せ
れ
ば
『
魏
志
』

の
卑
弥
呼
に
】
致
し
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
可
能
性
ま
で
も
否
定
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
そ
う
し
た
可
能
性
を
論
証
す
る
こ

と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
那
珂
説
が
そ
う
し
た
可
能
性
を
前
提

に
す
る
と
す
れ
ば
、
那
珂
説
自
体
が
論
証
不
可
能
な
単
な
る
思
い

込
み
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
那
珂
説
を
採

る
か
私
案
を
採
る
か
は
、
水
掛
け
論
と
な
り
か
ね
な
い
。
た
だ
那

珂
説
で
は
『
紀
』
の
編
者
は
百
済
史
料
の
み
を
恣
意
的
に
扱
い
、

中
国
史
料
に
は
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
案
で
は

　
『
紀
』
の
編
者
は
両
史
料
を
平
等
に
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
こ
の
論
点
も
ま
た
、
決
定
的
で
は
な
い
。

　
　
　
　
四

　
最
後
に
私
案
の
ご
と
く
考
え
る
と
す
れ
ば
、
何
故
百
済
王
の
没

年
が
二
一
〇
年
繰
上
げ
ら
れ
た
か
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
高
句
麗

好
太
王
碑
文
に
永
楽
九
年
（
三
九
九
）
の
こ
と
と
し
て
「
百
残
（
百

済
）
、
誓
い
に
違
い
、
倭
と
和
通
す
」
と
あ
る
。
こ
の
百
済
と
倭

の
友
好
関
係
の
年
次
の
記
憶
か
お
り
、
そ
れ
に
合
致
さ
せ
る
べ
く

年
次
操
作
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
操
作
は
私
案
で
は
百
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済
史
料
の
作
成
時
に
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
渦
が
、
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

つ
に
『
紀
』
の
編
者
の
操
作
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

　
こ
こ
に
い
う
百
済
史
料
と
は
、
神
功
紀
四
七
年
・
六
二
年
・
応

神
紀
八
年
・
二
五
年
条
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
百
済
記
』
の

こ
と
で
あ
る
。
『
百
済
記
』
は
『
紀
』
に
引
用
さ
れ
て
し
か
残
存

せ
ず
、
そ
の
信
憑
性
に
は
問
題
か
お
る
。
た
と
え
ば
神
功
四
九
年

条
は
『
百
済
記
』
に
よ
っ
て
本
文
を
構
成
し
て
い
る
が
、
末
松
保

和
氏
の
『
任
那
興
亡
史
』
　
二
九
四
九
年
・
吉
川
弘
文
館
）
は
一

二
〇
年
繰
り
下
げ
て
三
六
九
年
の
史
実
と
し
、
三
品
彰
英
氏
の

　
『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
証
』
　
二
九
六
二
年
・
吉
川
弘
文

館
）
　
・
池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
　
二
九
四
七
年
・
近

藤
出
版
）
は
六
世
紀
頃
の
史
実
の
反
映
と
す
る
。
山
尾
幸
久
氏
の

　
『
日
本
国
家
の
形
成
』
　
二
九
七
七
年
・
岩
波
新
書
）
は
、
干
支

三
巡
Ｈ
一
八
〇
年
繰
り
下
げ
て
四
二
九
年
の
史
実
と
み
る
。

　
　
『
百
済
記
』
が
信
用
し
が
た
い
こ
と
は
、
か
つ
て
私
も
触
れ
た

こ
と
が
あ
る
（
「
五
世
紀
代
二
人
物
の
実
在
性
に
つ
い
て
Ｉ
葛
城

襲
津
彦
と
雄
略
天
皇
－
」
追
大
紀
要
一
七
）
。
『
百
済
記
』
が
倭

　
（
日
本
）
の
こ
と
を
「
貴
国
」
　
「
天
朝
」
と
記
す
こ
と
か
ら
み
て

も
、
あ
き
ら
か
に
倭
国
に
見
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
客

観
的
な
歴
史
書
で
は
な
い
。
記
事
内
容
に
客
観
性
の
な
い
史
料
の

年
次
に
客
観
性
を
求
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
『
日
本
書
紀
』
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
年
次
を
一
見
科
学

的
に
操
作
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ん
の
検
討
も
加
え
ず
に
天
皇

名
ま
で
信
頼
す
る
の
は
、
結
局
は
自
分
に
都
合
の
よ
い
こ
と
だ
け

を
信
じ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
も
し
那
珂
説
が
成
立
し
な
い
と
す
れ
ば
、
『
紀
』
の
各
天
皇
代

は
引
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
『
紀
』
の
掲
年
を
移
動
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
従
来
種
々
の
形
で
『
紀
』
の
掲
年
を
移
動
さ
せ
、
各
天

皇
名
に
比
定
し
て
き
た
「
倭
の
五
王
」
な
ど
は
、
そ
の
比
定
の
根

拠
を
失
う
。

　
那
珂
説
は
Ｉ
見
合
理
的
に
み
え
る
史
料
操
作
に
よ
っ
て
、
ｉ
四
世

紀
末
か
ら
五
世
紀
初
岡
に
神
功
・
応
神
が
実
在
す
る
こ
と
を
、
常

識
の
域
に
ま
で
高
め
た
。
し
か
し
那
珂
説
の
前
提
を
な
す
も
の
は

論
証
不
可
能
な
論
理
で
あ
り
、
一
種
の
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
。

那
珂
説
と
同
様
の
Ｉ
見
合
理
的
に
み
え
、
そ
の
実
は
単
な
る
恣
意

的
な
史
料
操
作
の
例
は
、
安
本
美
典
氏
の
『
倭
の
五
王
の
謎
』
二

九
八
一
年
・
講
談
社
新
書
）
な
ど
の
歴
代
天
皇
の
在
位
年
次
の
推

定
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
本
氏
は
史
料
上
確
実
な
歴
代
天

皇
の
平
均
在
位
年
数
を
算
定
し
、
そ
れ
を
『
紀
』
の
各
天
皇
に
適

用
し
て
実
年
代
を
推
定
す
る
。
一
見
合
理
的
で
あ
る
が
、
『
紀
』

が
歴
代
天
皇
（
大
王
）
を
一
人
も
洩
ら
す
こ
と
な
く
正
し
く
採
録
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し
た
と
い
う
、
論
証
不
可
能
な
前
提
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

極
め
て
非
合
理
的
な
推
断
で
あ
る
。

　
　
『
紀
』
は
『
紀
』
以
上
の
こ
と
を
物
語
る
史
料
で
は
な
い
し
、

極
め
て
史
実
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
ご
く
当
然
の
こ

と
を
再
確
認
し
て
結
び
と
し
た
い
。

　
　
　
細

剛
　
『
紀
』
の
編
者
が
原
資
料
を
ど
う
扱
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

　
も
う
少
し
詳
し
い
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
神
功
・
応
神
な
ど
に

　
関
す
る
日
本
国
内
資
料
Ｈ
Ａ
、
百
済
系
資
料
（
『
百
済
記
』
）
Ｈ

　
Ｂ
と
し
、
５
Ｃ
Ｈ
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
、
３
Ｃ
Ｈ
５
Ｃ

　
Ｉ
二
一
〇
年
（
５
Ｃ
を
干
支
二
巡
繰
上
げ
た
年
次
）
と
し
て
説

　
明
し
よ
う
。
『
紀
』
の
編
者
が
Ａ
・
Ｂ
を
扱
っ
た
場
合
を
想
定

　
す
る
と
、
次
の
四
通
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
図
　
Ａ
Ｈ
５
Ｃ
・
Ｂ
Ｈ
５
Ｃ
を
『
紀
』
の
編
者
が
Ａ
Ｈ
３
Ｃ
・

　
　
Ｂ
Ｈ
３
Ｃ
と
改
変
し
た
。

　
困
　
Ａ
Ｈ
５
Ｃ
・
Ｂ
Ｈ
３
Ｃ
を
『
紀
』
の
編
者
が
Ａ
‐
３
Ｃ
と

　
　
改
変
し
、
Ｂ
と
関
連
さ
せ
た
。

　
剛
　
Ａ
Ｈ
３
Ｃ
・
Ｂ
‐
５
Ｃ
を
『
紀
』
の
編
者
が
Ｂ
Ｈ
３
Ｃ
と

　
　
改
変
し
、
Ａ
と
関
連
さ
せ
た
。

　
岡
　
Ａ
Ｈ
３
Ｃ
・
Ｂ
Ｈ
３
Ｃ
を
『
紀
』
の
編
者
は
そ
の
ま
ま
配

　
　
列
し
た
。

　
　
那
珂
説
は
図
の
場
合
を
想
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
他
の
三
通

　
り
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
困
は
可
能
性
と
し
て
は
否
定
で
き
な

　
い
が
、
困
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
團
・
岡
に
つ
い
て
は
後
の
注
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

②
　
岡
の
場
合
で
あ
る
。
と
く
に
百
済
系
資
料
（
『
百
済
記
』
）
が

　
既
に
干
支
二
巡
の
繰
上
げ
を
済
ま
せ
て
い
た
、
と
み
て
い
る
。

即
　
剛
の
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
可
能
性
は
非
常
に
少
な

　
い
。
『
紀
』
の
編
者
が
剛
の
よ
う
な
操
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
ぬ
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈲
　
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
応
神
の
実
在
を
認

　
め
る
意
見
は
強
い
が
、
現
在
で
は
神
功
の
実
在
を
認
め
る
意
見

　
は
少
数
で
あ
る
。
和
風
謐
号
の
問
題
な
ど
と
関
係
す
る
が
、
年

　
代
論
だ
け
か
ら
み
れ
ば
不
思
議
な
状
況
で
あ
る
。
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